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2021 年 4 月 20 日

認証組織各位

日本海事検定キューエイ株式会社

管理部長

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言解除後の弊社対応について

拝啓  貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021 年 1 月に発出された政府による緊急事態宣言は、同年 3 月 21 日をもって全都道府県で解

除されましたが、弊社では、感染拡大防止を目的とした政府からの要請に基づき、また、2021
年 4 月 5 日及び 4 月 12 日付のまん延防止等重点措置の実施を受けて、当面、下記の取扱いと致

します。

ご迷惑・ご不便おかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 弊社職員の就業体制

各職員の週 2 日程度の在宅勤務体制及び事務所出勤時の時差通勤

2. 期間

東京 23 区内に対する「まん延防止等重点措置」の解除まで。

3. 期間中の弊社へのご連絡、お問い合わせについて

原則 E-MAIL でのご連絡及びお問い合わせをお願いします。

連絡／問い合わせ内容 E-MAIL 送信先

審査スケジュール等について： schedule@nkkkqa.co.jp

認証登録等について： toroku@nkkkqa.co.jp

審査料等の請求について： seikyu-g@nkkqa.co.jp

審査の内容等について： shinsa@nkkkqa.co.jp

その他： nkqa@nkkkqa.co.jp

4. 期間中の審査について

審査延期のお申し入れがない場合は、予定通り審査を実施します。また、御要望であればリモ

ート審査（食品安全以外）に切り替え実施します。

4-1. サーベイランス審査

緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、その他による移動制限等によって、予定していた日程

で審査が受審出来ない場合においては、予定されているサーベイランス審査を延期（最長 6 ヶ月）

します。
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4-2. 再認証審査

認証の失効を避けるために、本来は、有効期限前に再認証審査を完了し、再認証の決定を行い

ます。しかしながら、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、その他による移動制限等によって

審査が受審出来ない場合においては、もとの有効期限から通常 6 か月を超えない期間、認証を延

長することができます。審査は、延長した有効期限が失効するまでに再認証審査の決定が行える

ように受審ください。

この延長期間に更新された認証の有効期限は、審査を受審後は元の有効期限となります。


